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令和７年度第２回大船渡市地域安全推進協議会 特別講話 大船渡市農林水産部農林課 

 

クマ被害のない安全な日常生活の確保について 
                                

１ 市内のクマ出没状況 
通報件数 

 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

４月 ９ ４ １３ ６ 

５月 ７ １６ ２５ １７ 

６月 １９ ４５ ４６ ２４ 

７月 ４ １７ １１ ２８ 

８月 ７ ８ ５ ６ 

９月 １ ７ ７ ５ 

１０月 ０ １１ ２ ２９ 

１１月 １ ４ ０ ３５ 

１２月 ０ ５ ３ ― 

１月 ０ １ １ ― 

２月 ０ ０ １ ― 

３月 ０ １ ０ ― 

計 
（年度） 

４８ １１９ １１４ ― 

計 
（11月まで） 

４８ １１２ １０９ １５０ 

 ※令和７年度は、11月 28日時点の数値。 

 

２ クマの出没要因 

 〇林業や狩猟など、森林内での人間の活動が減少したことによって、森林内 

で人に追われる機会が減少し、人間への警戒感が薄れている。 

 〇耕作放棄地の拡大、放任果樹の増加等により、人間の生活圏周辺がクマの 

生息に適した環境に変化しつつあり、集落周辺に定着した個体も見られる。 

 〇市街地等の周辺に生息している個体が、放任果樹や生ゴミなどに誘引され 

たり、森林から連続的に伸びる緑地（河川敷、都市公園など）や河川等を利 

用したりして、市街地等に侵入している。 

 〇秋期の出没は、ブナ科堅果類（どんぐり、クルミ、クリ）など、主要な食 

物の資源量の影響を大きく受ける。 
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３ クマ出没時の対応 

⑴ 連絡・出動体制、対応 

 

通 報 

 ↓ 

 ↓ 

大船渡市→警察への情報共有 

↓   （パトカーによる巡回、注意喚起等を実施） 

 ↓ 

   防災無線及びＬＩＮＥでの市民への周知（6:00～21:00） 

     ↓（市内全域放送を 12月 26日まで延長） 

    ↓ 

   鳥獣被害対策実施隊員への連絡  

↓（実施隊員数約 50名） 

↓ 

同隊員または農林課職員による追い払い及びパトロール 

    

     ※出没が頻繁にある場合等には、はこわなを設置して捕獲する。 

          

⑵ 「緊急銃猟」による対応 

〇「緊急銃猟」とは 

    クマやイノシシが人の生活圏に侵入した際、人命や身体への危害を防

止するため、市町村長の判断で銃器を用いた捕獲を可能とする制度です。 

今年９月に施行された改正鳥獣保護法に盛り込まれたもので、一定の

条件下でのみ実施され、住民の安全確保を最優先としています。  

 

〇「緊急銃猟」実施の条件 

１ 人の生活圏への侵入、または侵入するおそれが大きいこと 

２ 人命・身体への危害を防止するための緊急性が認められること 

３ 銃猟以外の方法では的確かつ迅速な捕獲が困難であること 

４ 住民や第三者に銃猟による危害を及ぼすおそれがないこと 

 

４ クマによる被害を防ぐために 

  〇別添リーフレット「クマに注意！」を参照のこと。 
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参考 クマ捕獲方法の整理表 

捕獲方法の種別 実施する状況 想定される捕獲

状況 

使用する猟具 許可権者 

通常の有害捕獲 農作物被害が発

生した場合、ま

たは頻繁に出没

し人身被害のお

それがある場

合。 

〇りんごの果樹

園で食害があっ

た。 

〇住宅付近の同

じ場所に何度も

出没する。 

はこわな 都道府県 

緊急銃猟 人の日常生活圏

で「膠着状態」と

なり、安全確保

が可能等の要件

を満たす場合。 

〇河川敷を数時

間にわたってう

ろついている。 

〇スーパーに立

てこもり、はこ

わなを設置して

も捕獲に至らな

い。 

銃器 市町村 

警察官職務執行

法（警職法） 

現に人が襲われ

ている、もしく

はそのおそれが

大きい場合。 

〇公園で人が襲

われている。 

〇人を襲いなが

ら街中を走り回

っている。 

銃器 警察 

 










